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１．概要

本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 23 条 制御室等」

に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、

補足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。 

整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施

した。 

２．本資料の構成

「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説

明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏

まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理

結果を別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。 

別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設

計方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等

を図る。 

別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次

の展開（追而） 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。 

別紙３：基本設計方針の添付書類への展開（追而） 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。 

別紙４：添付書類の発電炉との比較（追而） 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がな

いかを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差があ

ることが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対

象外）。 

別紙５：補足説明すべき項目の抽出（追而） 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補

足が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との

比較を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追

加すべきものを抽出する。 

別紙６：変更前記載事項の既工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけ

を示す。 

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に

示す。
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別紙 
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再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年９月６日　Ｒ０

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 9/6 0

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 9/6 0 ※本別紙は追而とする。

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 9/6 0 ※本別紙は追而とする。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 9/6 0 ※本別紙は追而とする。

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 9/6 0 ※本別紙は追而とする。

別紙６ 変更前記載事項の既工認等との紐づけ 9/6 0 ※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

制御室（ＤＢ）00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（制御室）】

別紙
備考

(1/1) 4



令和３年９月６日 Ｒ０ 

別紙１ 

基本設計方針の許可整合性、 

発電炉との比較 
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別紙１

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（1 / 20） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第二十三条 

再処理施設には，制御室が設

けられていなければならな

い。制① 

 

 

 

２ 制御室は，当該制御室に

おいて制御する工程の設備の

運転状態を表示する装置，当

該工程の安全性を確保するた

めの設備を操作する装置，当

該工程の異常を表示する警報

装置その他の当該工程の安全

性を確保するための主要な装

置を集中し，かつ，誤操作す

ることなく適切に運転操作す

ることができるように設置さ

れたものでなければならな

い。制② 

３ 制御室には，再処理施設

の外部の状況を把握するため

の装置が設けられていなけれ

ばならない。制③ 

４ 分離施設，精製施設その

他必要な施設には，再処理施

設の健全性を確保するために

必要な温度，圧力，流量その

他の再処理施設の状態を示す

事項（第四十七条第一項にお

いて「パラメータ」とい

う。）を監視するための設備

及び再処理施設の安全性を確

保するために必要な操作を手

動により行うことができる設

備が設けられていなければな

らない。制④ 

4.1.3 制御室 

制御室は以下の機能を有する。 

 再処理施設には，運転時において，

運転員その他の従事者が施設の運転又

は工程等の管理を行い，事故時におい

て，適切な事故対策を構ずる場所とし

て，制御建屋に中央制御室を設けるほ

か，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室を設ける設計とする。また，制

御室は，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して機能を喪失しない設計とす

る。制① 

 制御室には，再処理施設の健全性を

確保するために必要なパラメータを監

視及び制御し，再処理施設の安全性を

確保するために必要な操作を手動によ

り行うことができるよう，主要な警報

装置及び計測制御系統設備を設ける設

計とする。制②制④ 

a.再処理施設の外の状況を把握するた

めの設備

再処理施設の外の状況を把握するた

めの暗視機能を有する監視カメラ，気

象観測設備及び公的機関から地震，津

波，竜巻，落雷情報等の気象情報を入

手できる電話，ファクシミリ，社内ネ

ットワークに接続されたパソコン等を

設置し，昼夜にわたり制御室において

再処理施設に影響を及ぼす可能性のあ

る自然現象等を把握できる設計とす

る。制③ 

 近隣工場等の火災については，地震

を起因にして発生する可能性も考慮

し，監視カメラは，基準地震動に対し

て機能を損なわないよう耐震設計を有

する設計とする。制③ 

ロ．再処理施設の一般構造

(７) その他の主要な構造

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｌ) 制御室等 

再処理施設の運転の状態を集中的に

監視及び制御するため，制御建屋に中

央制御室を設けるほか，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室を設ける。

制□1  

制御室には，再処理施設の健全性を確

保するために必要なパラメータを監視及

び制御し，再処理施設の安全性を確保す

るために必要な操作を手動により行うこ

とができるよう，主要な警報装置及び計

測制御系統設備を備える設計とする制□1  

再処理施設に影響を及ぼす可能性の

ある自然現象等（森林火災，草原火

災，航空機落下及び近隣工場等の火災

等）及び人為事象については，再処理

施設の外の状況を把握するための暗視

機能を有する監視カメラ，気象観測設

備及び公的機関から気象情報を入手で

きる設備等を設置し，昼夜にわたり制

御室において把握できる設計とする。

制□1  

分離施設，精製施設その他必要な施

設には，再処理施設の健全性を確保す

るために計測制御系統施設で監視が要

求されるパラメータを連続的に監視す

るための設備及び再処理施設の安全性

を確保するために必要な操作を手動に

より行うことができる設備を設ける設

計とする。制□1  

6.1.4 制 御 室 

6.1.4.1 概要 

 再処理施設の運転の状態を集中的に監

視，制御及び操作を行うため，制御建屋

に中央制御室を設けるほか，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室を設ける。制

◇1

 再処理施設の運転の監視，制御及び操

作を行うための表示及び操作装置である

監視制御盤並びに再処理施設の安全性を

確保するために必要な操作を行うための

表示及び操作装置である安全系監視制御

盤は，集中的に監視，制御及び操作が行

えるよう中央制御室に設置する。制◇1  

 ただし，再処理設備本体の運転開始に

先立ち使用する使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の運転の監視，制御及び操

作を行うための表示及び操作装置である

監視制御盤並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の安全性を確保するため

に必要な操作を行うための表示及び操作

装置である安全系監視制御盤は，集中的

に監視，制御及び操作が行えるよう使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室に設置する。制◇1  

 再処理施設の外の状況を昼夜にわたり

把握するため，暗視機能を有する監視カ

メラ，気象観測設備及び公的機関から気

象情報を入手できる設備等は，制御室に

設置する。制◇1

 分離施設，精製施設その他必要な施設

には，再処理施設の健全性を確保するた

めに計測制御系統施設で監視が要求され

るパラメータを連続的に監視するための

設備及び再処理施設の安全性を確保する

ために必要な操作を手動により行うこと

ができる設備を設ける設計とする。制◇1  

 制御室には，気体状の放射性物質及び

火災又は爆発により発生する有毒ガスに

対して運転員その他の従事者を適切に防

護するために，外気を遮断できる換気設

備及び遮蔽を設け，設計基準事故が発生

した場合においても運転員その他の従事

者が制御室にとどまり再処理施設の安全

性を確保するために必要な操作及び措置

が行える設計とする。制◇1  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，再処理設備本体の運転開始

に先立ち使用できる設計とする。制◇2  

計測制御系統施設 

(1)中央制御室機能

中央制御室は以下の機能を有する。

中央制御室は耐震性を有する原子炉建

屋付属棟内に設置し，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対して機能を喪失しない設

計とするとともに，発電用原子炉の反応

度制御系統及び原子炉停止系統に係る設

備，非常用炉心冷却設備その他の非常時

に発電用原子炉の安全を確保するための

設備を操作できる設計とする。 

発電用原子炉及び主要な関連設備の運

転状況（発電用原子炉の制御棒の動作状

態，発電用原子炉及び原子炉冷却系統に

係る主要なポンプの起動・停止状態，発

電用原子炉及び原子炉冷却系統に係る主 

要な弁の開閉状態）の監視及び操作がで

きるとともに，発電用原子炉施設の安全

性を確保するために必要な操作を手動に

より行うことができる設計とする。 

b.外部状況把握

発電用原子炉施設の外部の状況を把握

するため，津波・構内監視カメラ（浸水

防護施設の設備を計測制御系統施設の設

備として兼用（以下同じ。）），風向，

風速その他の気象条件を測定する気象観

測設備（東海，東海第二発電所共用（以

下同じ。））等を設置し，津波・構内監

視カメラの映像，気象観測設備等のパラ

メータ及び公的機関からの地震，津波，

竜巻情報等の入手により中央制御室から

発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性

のある自然現象等を把握できる設計とす

る。

津波・構内監視カメラは暗視機能等を

持ち，中央制御室にて遠隔操作すること

により，発電所構内の周辺状況（海側及

び陸側）を昼夜にわたり把握できる設計

とする。 

なお，津波・構内監視カメラは，地震荷

重等を考慮し必要な強度を有する設計と

するとともに，所内常設直流電源設備か

ら給電できる設計とする。 

制①（P2 から） 

制②④（P3 から） 

 

 

 

 

 

制③（P3 から） 

制③（P6 から） 

【凡例】 
下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

紫字：ＳＡ設備に関する記載（比較対象外箇所） 

：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更事項等 

：他条文から展開した記載 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

規則要求の違いにより、主要

な表示及び操作装置の対象が

異なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

外の状況を把握するための設

備に関する基本方針に違いは

ないが、事業変更許可申請書

の記載表現が異なるため。 

①から

第 6 条地震による損傷の防止

に係る設計とのつながりとし

て記載 

【許可からの変更点】 

制御建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋（ともに Cクラスの構築

物）は、Sクラスの設備を内蔵して

いるため、基準地震動 Ss で間接支

持構造物としての支持機能が維持

されていることを発電炉の記載に

合わせて追記する。 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（2 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
５ 設計基準事故が発生した

場合に再処理施設の安全性を

確保するための措置をとるた

め，従事者が支障なく制御室

に入り，又は一定期間とどま

り，かつ，当該措置をとるた

めの操作を行うことができる

よう，次の各号に掲げる場所

の区分に応じ，それぞれ当該

各号に定める装置又は設備が

設けられていなければならな

い。制⑤ 

一 制御室及びその近傍並び

に有毒ガスの発生源の近傍工

場等内における有毒ガスの発

生を検出するための装置及び

当該装置が有毒ガスの発生を

検出した場合に制御室におい

て自動的に警報するための装

置 制⑤ 

二 制御室及びこれに連絡す

る通路並びに運転員その他の

従事者が制御室に出入りする

ための区域遮蔽壁その他の適

切に放射線から防護するため

の設備，気体状の放射性物質

及び制御室外の火災又は爆発

により発生する有毒ガスに対

し換気設備を隔離するための

設備その他の従事者を適切に

防護するための設備 制⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.計測制御装置 

 中央制御室には，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設関係，せん断処理

施設関係，溶解施設関係，分離施設関

係，精製施設関係，脱硝施設関係，酸

及び溶媒の回収施設関係，製品貯蔵施

設関係，放射性廃棄物の廃棄施設関

係，その他再処理設備の附属施設関

係，安全保護系関係及び電気設備関係

の計測制御装置を設けた安全系監視制

御盤及び監視制御盤を設置するととも

に，放射線管理関係，火災防護関係及

び気象観測関係の計測制御装置を設け

る設計とする。制②制④ 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室には，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設関係及び電気設備関

係の計測制御装置を設けた安全系監視

制御盤及び監視制御盤を設けるととも

に，放射線管理関係及び火災防護関係

の計測制御装置を設ける設計とする。

制②制④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御室及びこれに連絡する通路並び

に運転員その他の従事者が制御室に出

入りするための区域は，設計基準事故

が発生した場合に再処理施設の安全性

を確保するための措置をとれるよう，

運転員その他の従事者が支障なく入る

ことができる設計とする。また，運転

員その他の従事者が，制御室に一定期

間とどまり，必要な操作を行う際に過

度の被ばくを受けないよう，適切な遮

蔽を設ける設計とする。制□1  

 

さらに，制御室に運転員その他の従

事者がとどまれるよう，気体状の放射

性物質及び火災又は爆発により発生す

る有毒ガスに対する換気設備の隔離そ

の他の適切に防護するための措置に必

要な設備を設ける設計とする。制□1  

 

計測制御装置，制御室換気設備，制御

室照明設備，制御室遮蔽設備，制御室環

境測定設備及び制御室放射線計測設備

は，設計基準事故及び重大事故等を考慮

した設計とする。制□2  

 

ヘ．計測制御系統施設の設備 

(４) その他の主要な事項 

(ⅰ) 制御室等 

 

再処理施設には，運転時において，運

転員その他の従事者が施設の運転又は工

程等の管理を行い，事故時において，適

切な事故対策を構ずる場所として，制御

建屋に中央制御室を設けるほか，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設け

る。制① 

 

制御建屋の主要構造は，鉄筋コンクリ

ート造（一部鉄骨造）で，地上３階，地

下２階，建築面積約 2,900ｍ２の建物で

ある。制□3  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の主要構

造は，「ハ．（１）構造」に示す主要構

造と同じである。制□3  

制御建屋機器配置概要図を第 166 図～

第 171 図に示す。制□3  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置

概要図は，「ハ．（１）構造」に示す機

器配置概要図と同じである。制□3  

 

6.1.4.2 設計方針 

 (１) 再処理施設の運転の状態を集中的

に監視，制御及び操作を行うため，制御

建屋に中央制御室を設けるほか，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋に使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室を設け

る。制◇1  

 (２) 制御室には，再処理施設の健全性

を確保するために必要な施設の計測制御

設備のパラメータのうち,連続的に監視

する必要があるものを監視できる表示及

び操作装置を配置することにより，連続

的に監視及び制御ができる設計とする。

また，必要なパラメータを監視するため

の表示及び操作装置は，誤操作及び誤判

断を防止でき，操作が容易に行える設計

とする。制◇1  

 (３) 制御室には，主要な警報装置及び

計測制御設備を設ける設計とする。制◇1  

 (４) 再処理施設の外の状況を昼夜にわ

たり把握するため，暗視機能を有する監

視カメラ，気象観測設備及び公的機関か

ら気象情報を入手できる設備等を設置

し，制御室から再処理施設に影響を及ぼ

す可能性のある自然現象等（森林火災，

草原火災，航空機落下及び近隣工場等の

火災等）及び人為事象（故意によるもの

を除く。）を把握できる設計とする。制

◇1  

 (５) 分離施設，精製施設その他必要な

施設には，再処理施設の健全性を確保す

るために必要なパラメータを監視できる

設計とする。制◇1  

 (６) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設関係，せん断処理施設関係，溶解施

設関係，分離施設関係，精製施設関係，

脱硝施設関係，酸及び溶媒の回収施設関

係，製品貯蔵施設関係，放射性廃棄物の

廃棄施設関係，その他再処理設備の附属

施設関係，安全保護系関係，電気設備関

係，放射線管理関係，火災防護関係及び

気象観測関係の監視及び操作を手動で行

える設計とする。制◇1  

 (７) 制御室及びこれに連絡する通路並

びに運転員その他の従事者が制御室に出

入りするための区域には，設計基準事故

が発生した場合にも運転員その他の従事

者が制御室内にとどまり再処理施設の安

全性を確保するための措置がとれるよ

う，アクセス通路を確保するとともに，

 

a.中央制御室制御盤等 

中央制御室制御盤は，原子炉制御関

係，原子炉プラントプロセス計装関係，

原子炉緊急停止系関係，原子炉補助設備

関係，タービン発電機関係，所内電気回

路関係等の計測制御装置を設けた中央監

視操作盤及び中央制御室内裏側直立盤で

構成し，設計基準対象施設の健全性を確

認するために必要なパラメータ（炉心の

中性子束，制御棒位置，原子炉冷却材の

圧力，温度及び流量，原子炉水位，原子

炉格納容器内の圧力及び温度等）を監視

できるとともに，全てのプラント運転状

態において，運転員に過度な負担となら

ないよう，中央制御室制御盤において監

視，操作する対象を定め，通常運転，運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

の対応に必要な操作器，指示計，記録計

及び警報装置（計測制御系統施設，放射

性廃棄物の廃棄施設及び放射線管理施設

の警報装置を含む。）を有する設計とす

る。 

 

なお，安全保護装置及びそれにより駆

動又は制御される機器については，バイ

パス状態，使用不能状態について表示す

ること等により運転員が的確に認知でき

る設計とする。 

 

 

また，運転員の監視及び操作を支援す

るための装置及びプラント状態の把握を

支援する装置としてＣＲＴ等を有する設

計とする。 

 

 

非常用炉心冷却設備その他の非常時に

発電用原子炉の安全を確保するための設

備を運転中に試験する場合に使用する電

動弁用電動機の熱的過負荷保護装置は，

使用状態を運転員が的確に識別できるよ

う表示装置を設ける設計とする。 

 

 

緊急時対策所との連絡及び連携の機能

に係る情報伝達の不備や誤判断が生じな

いよう，緊急時対策に必要な情報につい

て運転員を介さずとも確認できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制②④（P7,8 から） 

 

 

制②④（P11,12 か

ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制①（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

安全保護回路及び保護動作を

行う機器の使用不能状態の表

示及び運転員の認知に係る設

計方針が、事業変更許可申請

書にはないため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

規則要求の違いにより、主要

な表示及び操作装置の対象が

異なるため。 

【許可からの変更点】 

発電炉の記載に合わせ具体の主要

な表示及び操作機能を列挙 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設けない設備

の設計方針のため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

監視及び操作を支援する装置

に係る設計方針が、再処理施

設の事業変更許可申請書には

ないため。 

【許可からの変更点】 

主要な表示及び操作機能を有する

監視制御盤及び安全系監視制御盤

を記載 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

第 31 条「通信連絡設備」に

係る設計方針のため。また、

後段「d.通信連絡設備及び照

明設備」にて記載を織込んで

いるため記載しない。 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（3 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設のうち，制御

室の安全系監視制御盤及び監視制御盤

は，操作性，視認性及び人間工学的観

点の諸因子を考慮した盤の配置，操作

器具の配置，計器の配置及び警報表示

器具の配置を行い，操作性及び視認性

に留意するとともに，再処理施設の状

態を正確，かつ，迅速に把握できる設

計とする。制②制④ 

安全機能を有する施設のうち，制御

室の安全系監視制御盤は，多重化を行

い分離配置するとともに，系統ごとに

グループ化して集約した操作器具を盤

面上に配置し，操作性及び視認性に留

意した設計とする。制②制④ 

安全機能を有する施設のうち，中央

制御室の監視制御盤は，施設ごとにエ

リアを分けて配置する設計とする。 

安全機能を有する施設のうち，制御

室の監視制御盤は，監視操作を行う画

面を系統ごとにグループ化して集約

し，操作性及び視認性に留意した設計

とする。制②制④ 

安全機能を有する施設のうち，制御

室の安全系監視制御盤の操作器具は，

誤接触による誤動作を防止するため，

誤操作防止カバーを設置し，誤りを生

じにくいよう留意した設計とする。 

安全機能を有する施設のうち，制御

室の安全系監視制御盤の操作器具は，

形状による区別を行うとともに，必要

により鍵付スイッチを採用することに

より，誤りを生じにくいよう留意した

設計とする。制②制④ 

安全機能を有する施設のうち，制御

室の監視制御盤の画面上の操作スイッ

チは，タッチオペレーション式による

ダブルアクション操作及び，通常時操

作と機器単体保守時の操作を制限する

施錠機能により，誤りを生じにくいよ

う留意した設計とする。制②制④ 

安全機能を有する施設のうち，制御

室の監視制御盤は，警報の重要度ごと

に色分けによる識別表示をすることに

より，正確，かつ，迅速に状況を把握

できるよう留意した設計とする。制②

制④ 

 

 

 

 

制御室には，再処理施設の健全性を確

保するために必要なパラメータを監視及

び制御し，再処理施設の安全性を確保す

るために必要な操作を手動により行うこ

とができるよう，主要な警報装置及び計

測制御系統設備を設ける。制②制④ま

た，必要な施設のパラメータを監視する

ための表示及び操作装置は，誤操作及び

誤判断を防止でき，操作が容易に行える

設計とする。制□3  

 

再処理施設の外の状況を把握するため

の暗視機能を有する監視カメラ，気象観

測設備及び公的機関から地震，津波，竜

巻，落雷情報等の気象情報を入手できる

電話，ファクシミリ，社内ネットワーク

に接続されたパソコン等を設置し，昼夜

にわたり制御室において再処理施設に影

響を及ぼす可能性のある自然現象等を把

握できる設計とする。制③ 

 

制御室及びこれに連絡する通路並びに

運転員その他の従事者が制御室に出入り

するための区域は，設計基準事故が発生

した場合において，運転員その他の従事

者が再処理施設の安全性を確保するため

の措置をとれるよう，適切な遮蔽を設け

るとともに，気体状の放射性物質及び火

災又は爆発により発生する有毒ガスに対

する換気設備の隔離その他の適切に防護

するための措置に必要な設備を設ける設

計とする。制⑤ 

 

中央制御室は，環境モニタリング設備

であるモニタリングポスト及びダストモ

ニタから，設計基準事故時における迅速

な対応のために必要な情報を表示できる

設計とする。制□5  

 

制御室等は，設計基準事故が発生した

場合において，設置又は保管した所内通

信連絡設備により，再処理事業所内の各

所の者への必要な操作，作業又は退避の

指示等の連絡をブザー鳴動等により行う

ことができる設計とする。制⑥ 

 

モニタリングポスト及びダストモニタ

は，「チ．（２）屋外管理用の主要な設

備の種類」に記載する。制□5  

 

適切な遮蔽を設ける設計とする。制◇1  

 (８) 制御室換気設備は，気体状の放射

性物質及び火災又は爆発により発生する

有毒ガスに対して運転員その他の従事者

を適切に防護するために，外気を遮断し

て換気系統の再循環運転が可能な設計と

する。制◇1  

 (９) 中央制御室は，再処理事業所内の

運転員その他の従事者に対して操作，作

業又は退避の指示の連絡ができる設計と

するとともに，緊急時対策所及び再処理

施設外の必要箇所との通信連絡ができる

設計とする。使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室は，使用済燃料輸送

容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建

屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋及び第

４低レベル廃棄物貯蔵建屋の運転員その

他の従事者に対して操作，作業又は退避

の指示の連絡ができる設計とするととも

に中央制御室及び緊急時対策所との通信

連絡ができる設計とする。制⑥ 

 (10) 制御室には，設計基準事故が発生

した場合においても，運転員その他の従

事者が操作，作業及び監視を適切に実施

できるよう照明を設ける設計とする。制

◇4  

 (11) 制御室は，想定される地震，内部

火災，溢水及び化学薬品の漏えいを考慮

しても制御室での運転操作に影響を与え

ない設計とする。制◇5 ◇6 ◇7 ◇8  

 (1２) 制御室に設置する必要なパラメ

ータを監視するための表示及び操作装置

は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を

使用する設計とする。制◇6  

 (1３) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

安全確保及び運転操作上必要となる使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室並びに同室内に設置する表示及び操作

装置は，再処理設備本体の運転開始に先

立ち使用できる設計とする。制◇2  

 

6.1.4.3 主要設備の仕様 

 制御室の主要機器仕様を第 6.1.4－１

表に示す。制◇9  

 

6.1.4.4 主要設備 

6.1.4.4.1 中央制御室 

 中央制御室は，制御建屋内に設置し，

設計基準事故等が発生した場合に，運転

員その他の従事者が支障なく中央制御室

 

設計基準対象施設は，プラントの安全

上重要な機能に支障をきたすおそれがあ

る機器・弁等に対して，色分けや銘板取

り付け等の識別管理や人間工学的な操作

性も考慮した監視操作エリア・設備の配

置，中央監視操作の盤面配置，理解しや

すい表示方法により発電用原子炉施設の

状態が正確，かつ迅速に把握できる設計

とするとともに施錠管理を行い，運転員

の誤操作を防止する設計とする。また，

保守点検において誤りが生じにくいよう

留意した設計とする。 

中央制御室制御盤は，盤面器具（指示

計，記録計，操作器具，表示装置，警報

表示）を系統毎にグループ化して中央監

視操作盤に集約し，操作器具の統一化

（色，形状，大きさ等の視覚的要素での

識別），操作器具の操作方法に統一性を

持たせること等により，通常運転，運転

時の異常な過渡変化及び設計基準事故時

において運転員の誤操作を防止するとと

もに，容易に操作ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制②④（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑥（P8 へ） 

 

制③（P1 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑤（P5 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑥（P8 へ） 

 

 

 

 

 

 

第 16条安全機能を有する施設

に係る設計とのつながりとし

て記載 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

誤操作の防止に関する基本方

針に違いはないが、事業変更

許可申請書の記載表現が異な

るため。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化に伴う修正。

（中央制御室、使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室⇒制御室） 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（4 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の安全性を確保するため

の操作が必要となる理由となった事象

が有意な可能性をもって同時にもたら

される環境条件及び再処理施設で有意

な可能性をもって同時にもたらされる

環境条件（地震，内部火災，溢水，化

学薬品の漏えい，外部電源喪失，ばい

煙及び有毒ガス，降下火砕物による操

作雰囲気の悪化並びに凍結）を想定し

ても，適切な措置を講ずることにより

運転員その他の従事者が運転時の異常

な過渡変化及び設計基準事故に対応す

るための設備を容易に操作ができる設

計とする。制② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所内通信連絡設備は，「リ．（４）

（ⅹ）通信連絡設備」に記載する。制□6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に入ることができるよう，これに連絡す

る通路及び出入りするための区域を設け

る設計とする。また，中央制御室にとど

まり再処理施設の安全性確保に必要な操

作，措置を行う運転員その他の従事者が

過度の被ばくを受けないよう，制御建屋

中央制御室換気設備の機能とあいまっ

て，設計基準事故等の対処が収束するま

での期間滞在できるよう遮蔽を設ける設

計とする。制◇1  

 中央制御室の換気設備は，気体廃棄物

の廃棄施設の換気設備と独立して設け，

設計基準事故時には外気との連絡口を遮

断し，高性能粒子フィルタを内蔵した中

央制御室フィルタユニットを通る再循環

運転とし，運転員その他の従事者を過度

の被ばくから防護する設計とする。外部

との遮断が長期にわたり，室内の雰囲気

が悪化した場合には，外気を中央制御室

フィルタユニットで浄化しながら取り入

れることも可能な設計とする。制◇1  

 再処理施設に影響を及ぼす可能性のあ

ると想定される自然現象等（森林火災，

草原火災，航空機落下及び近隣工場等の

火災等）及び人為事象（故意によるもの

を除く。）や再処理施設の外の状況を把

握するため暗視機能を有する監視カメラ

を設置し，昼夜にわたり制御室で監視で

きる設計とする。制◇1  

 

 中央制御室は，再処理施設の安全性を

確保するための操作が必要となる理由と

なった事象が有意な可能性をもって同時

にもたらされる環境条件及び再処理施設

で有意な可能性をもって同時にもたらさ

れる環境条件（地震，内部火災，溢水，

化学薬品の漏えい，外部電源喪失，ばい

煙及び有毒ガス，降下火砕物による操作

雰囲気の悪化並びに凍結）を想定して

も，適切な措置を講ずることにより運転

員その他の従事者が運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故に対応するための

設備を容易に操作ができる設計とする。

制② 

 

 中央制御室で想定される環境条件とそ

の措置は以下のとおり。 

・地震 

 中央制御室，監視制御盤及び安全系監

視制御盤は，耐震性を有する制御建屋内

に設置し，基準地震動による地震力に対

 

当該操作が必要となる理由となった事

象が有意な可能性をもって同時にもたら

される環境条件及び発電用原子炉施設で

有意な可能性をもって同時にもたらされ

る環境条件（地震，内部火災，内部溢

水，外部電源喪失並びに燃焼ガスやばい

煙，有毒ガス，降下火砕物及び凍結によ

る操作雰囲気の悪化）を想定しても，運

転員が運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故に対応するための設備を中央制

御室において操作に必要な照明の確保等

により容易に操作することができる設計

とするとともに，現場操作についても運

転時の異常な過渡変化及び設計基準事故

時に操作が必要な箇所は環境条件を想定

し，適切な対応を行うことにより容易に

操作することができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.外部状況把握 

発電用原子炉施設の外部の状況を把握

するため，津波・構内監視カメラ（浸水

防護施設の設備を計測制御系統施設の設

備として兼用（以下同じ。）），風向，

風速その他の気象条件を測定する気象観

測設備（東海，東海第二発電所共用（以

下同じ。））等を設置し，津波・構内監

視カメラの映像，気象観測設備等のパラ

メータ及び公的機関からの地震，津波，

竜巻情報等の入手により中央制御室から

発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性

のある自然現象等を把握できる設計とす

る。 

津波・構内監視カメラは暗視機能等を

持ち，中央制御室にて遠隔操作すること

により，発電所構内の周辺状況（海側及

び陸側）を昼夜にわたり把握できる設計

とする。 

なお，津波・構内監視カメラは，地震

荷重等を考慮し必要な強度を有する設計

とするとともに，所内常設直流電源設備

から給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制②（P4，9 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

環境条件に関する基本方針に

違いはないが、事業変更許可

申請書の記載表現が異なるた

め。 

① へ 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（5 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.居住性の確保 

制御室及びこれに連絡する通路並び

に運転員その他の従事者が制御室に出

入りするための区域は，設計基準事故

が発生した場合において，運転員その

他の従事者が再処理施設の安全性を確

保するための措置をとれるよう，適切

な遮蔽を設けるとともに，気体状の放

射性物質及び火災又は爆発により発生

する有毒ガスに対する換気設備の隔離

その他の適切に防護するための措置に

必要な設備を設ける設計とする。制⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し必要となる機能が喪失しない設計とす

る。また，監視制御盤及び安全系監視制

御盤は床等に固定することにより，地震

発生時においても運転操作に影響を与え

ない設計とする。制◇5  

・内部火災 

 中央制御室に粉末消火器又は二酸化炭

素消火器等を設置するとともに，常駐す

る運転員その他の従事者によって火災感

知器による早期の火災感知を可能とし，

火災が発生した場合の運転員その他の従

事者の対応を社内規定に定め，運転員そ

の他の従事者による速やかな消火活動を

行うことで運転操作に重大な影響を与え

ず容易に操作ができる設計とする。制◇6  

・溢水 

 中央制御室内には溢水源となる機器を

設けない設計とする。また，他の区画か

らの流入を防止する設計とする。 

 万一，火災が発生したとしても，粉末

消火器又は二酸化炭素消火器等にて初期

消火活動を行うため，溢水源とならない

ことから，運転操作に影響を与えず容易

に操作ができる設計とする。制◇7  

・化学薬品の漏えい 

 中央制御室内には化学薬品の漏えい源

となる機器を設けない設計とする。ま

た，他の区画からの流入を防止する設計

とする。制◇8  

・外部電源喪失 

 中央制御室における運転操作に必要な

照明は，外部電源が喪失した場合には，

第２非常用ディーゼル発電機が起動する

ことにより，操作に必要な照明用の電源

を確保し，運転操作に影響を与えず容易

に操作ができる設計とする。また，直流

非常灯及び蓄電池内蔵型照明により中央

制御室における運転操作に必要な照明を

確保し，容易に操作ができる設計とす

る。制◇4  

・ばい煙及び有毒ガス，降下火砕物によ

る操作環境の悪化 

 火災又は爆発により発生する燃焼ガス

やばい煙，有毒ガス及び降下火砕物によ

る中央制御室内の操作環境の悪化に対し

ては，手動で制御建屋中央制御室換気設

備の制御建屋中央制御室空調系のダンパ

を閉止し，再循環運転を行うことで外気

を遮断することにより，運転操作に影響

を与えず容易に操作ができる設計とす

る。制◇1  

 

c.居住性の確保 

中央制御室及びこれに連絡する通路並

びに運転員その他の従事者が中央制御室

に出入りするための区域は，原子炉冷却

系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は

故障その他の異常が発生した場合に，中

央制御室の気密性，遮蔽その他適切な放

射線防護措置，気体状の放射性物質並び

に火災等により発生する燃焼ガス，ばい

煙，有毒ガス及び降下火砕物に対する換

気設備の隔離その他の適切な防護措置を

講じることにより，発電用原子炉の運転

の停止その他の発電用原子炉施設の安全

性を確保するための措置をとるための機

能を有するとともに連絡する通路及び出

入りするための区域は従事者が支障なく

中央制御室に入ることができるよう，多

重性を有する設計とする。 

 

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，運転員が中央制御室の外

側から中央制御室に放射性物質による汚

染を持ち込むことを防止するため，身体

サーベイ及び作業服の着替え等を行うた

めの区画を設ける設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いても，可搬型照明（ＳＡ），中央制御

室換気系空気調和機ファン，中央制御室

換気系フィルタ系ファン，中央制御室換

気系フィルタユニット，中央制御室待避

室空気ボンベ，中央制御室遮蔽，中央制

御室遮蔽（待避室），中央制御室待避室

差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度

計により，中央制御室内にとどまり必要

な操作ができる設計とする。 

また，原子炉建屋ガス処理系及びブロ

ーアウトパネル閉止装置により，原子炉

格納容器から漏えいした空気中の放射性

物質の濃度を低減させることで，運転員

の被ばくを低減できる設計とする。 

中央制御室換気系空気調和機ファン及

び中央制御室換気系フィルタ系ファン

は，非常用交流電源設備に加えて，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

原子炉建屋ガス処理系は，非常用交流

電源設備に加えて，常設代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。 

可搬型照明（ＳＡ）及びブローアウト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑤（P3 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

居住性の確保に関する基本方

針に違いはないが、事業変更

許可申請書の記載表現が異な

るため。 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（6 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・凍結による操作環境への影響 

 凍結による操作環境への影響に対して

は，制御建屋中央制御室換気設備により

中央制御室内の環境温度を制御すること

により，運転操作に影響を与えず容易に

操作ができる設計とする。制◇10  

 （１）再処理施設の外の状況を把握する

ための設備 

 中央制御室において再処理施設の外の

状況を把握するための設備については，

「1.7.9 その他外部からの衝撃に対す

る考慮」で選定した再処理施設の敷地で

想定される自然現象，再処理施設敷地又

はその周辺において想定される再処理施

設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがあって人為によるもの（故意による

ものを除く。）のうち，再処理施設に影

響を及ぼす可能性がある事象や再処理施

設の外の状況を把握できるように，以下

の設備を設置する設計とする。制◇1  

 また，手順に基づき，監視カメラ及び

気象観測設備等により再処理施設の外の

状況を把握するとともに，公的機関から

気象情報を入手できる設備により必要な

情報を入手できる設計とする。制◇1  

 ａ．再処理施設の外の状況を把握する

ための監視カメラ 

 再処理施設の外の状況を把握するため

の暗視機能を有する監視カメラは，昼夜

にわたり，再処理施設に影響を及ぼす可

能性のある自然現象等（森林火災，草原

火災，航空機落下及び近隣工場等の火災

等）及び人為事象（故意によるものを除

く。）の状況を把握することができる設

計とする。制◇1  

 近隣工場等の火災については，地震を

起因にして発生する可能性も考慮し，監

視カメラは，基準地震動に対して機能を

損なわないよう耐震設計を有する設計と

する。制③ 

 ｂ．気象観測設備等の表示装置 

 風（台風），竜巻，凍結，降水等によ

る再処理事業所の状況を把握するため，

敷地内の風向，風速，気温，降水量等の

計測値を表示する気象盤及び地震計を設

置する設計とする。制◇1  

 ｃ．公的機関から気象情報を入手でき

る設備 

 地震，津波，竜巻，落雷等の再処理施

設に影響を及ぼす可能性がある事象に関

する情報を入手するため，中央制御室に

パネル閉止装置は，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃

がし装置を作動させる場合に放出される

プルーム通過時に，運転員の被ばくを低

減するため，中央制御室内に中央制御室

待避室を設け，中央制御室待避室には，

遮蔽設備として，中央制御室遮蔽（待避

室）を設ける。中央制御室待避室は，中

央制御室待避室空気ボンベで正圧化する

ことにより，放射性物質が流入すること

を一定時間完全に防ぐことができる設計

とする。 

放射線管理施設の中央制御室待避室差

圧計により，中央制御室待避室と中央制

御室との間が正圧化に必要な差圧が確保

できていることを把握できる設計とす

る。 

炉心の著しい損傷が発生した場合に，

原子炉建屋ガス処理系は，非常用ガス再

循環系排風機及び非常用ガス処理系排風

機により原子炉建屋原子炉棟を負圧に維

持するとともに，原子炉格納容器から原

子炉建屋原子炉棟に漏えいした放射性物

質を含む気体を非常用ガス処理系排気筒

から排気し，原子炉格納容器から漏えい

した空気中の放射性物質の濃度を低減さ

せることで，中央制御室にとどまる運転

員を過度の被ばくから防護する設計とす

る。 

炉心の著しい損傷が発生し，原子炉建

屋ガス処理系を起動する際に，原子炉建

屋外側ブローアウトパネルを閉止する必

要がある場合には，中央制御室から原子

炉格納施設のブローアウトパネル閉止装

置を操作し，容易かつ確実に開口部を閉

止できる設計とする。また，ブローアウ

トパネル閉止装置は現場においても，人

力により操作できる設計とする。 

設計基準事故時及び炉心の著しい損傷

が発生した場合において，中央制御室内

及び中央制御室待避室内の酸素濃度及び

二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲

にあることを把握できるよう，酸素濃度

計（個数1（予備1））及び二酸化炭素濃

度計（個数1（予備1））を中央制御室内

に保管する設計とする。 

重大事故等時に，中央制御室内及び中

央制御室待避室内での操作並びに身体サ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制③（P1 へ） 
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別紙１

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（7 / 20） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

d.通信連絡設備及び照明設備

中央制御室は，再処理事業所内の運

転員その他の従事者に対して操作，作

業又は退避の指示の連絡ができる設計

とするとともに，緊急時対策所及び再

処理施設外の必要箇所との通信連絡が

できる設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室は，使用済燃料輸送容器管

理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建

屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋及び

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の運転員

その他の従事者に対して操作，作業又

は退避の指示の連絡ができる設計とす

るとともに中央制御室及び緊急時対策

所との通信連絡ができる設計とする。 

制⑥ 

また，制御室には，避難用とは別に

作業用の照明設備を設け，設計基準事

故が発生した場合においても，従事者

が操作，作業及び監視を適切に実施で

きる設計とする。制⑥ 
 

 

 

 

電話，ファクシミリ，社内ネットワーク

に接続されたパソコン等の公的機関から

気象情報を入手できる設備を設置する設

計とする。制◇1  

(２) 計測制御装置

 中央制御室に設ける運転の監視，制御

及び操作をするための主要な表示及び操

作装置（記録計及び警報を含む｡）は，

以下のとおりである。制◇1  

 ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設関係制②④ 

 バスケット取扱装置及びバスケット搬

送機の運転の監視及び制御をするための

表示及び操作装置並びに燃料貯蔵プ－ル

等の運転の監視のための表示装置制◇1  

ｂ．せん断処理施設関係制②④ 

 燃料横転クレーン，せん断機等の運転

の監視及び制御をするための表示及び操

作装置制◇1  

ｃ．溶解施設関係制②④ 

溶解槽，硝酸調整槽，硝酸供給槽，第

１よう素追出し槽，第２よう素追出し

槽，清澄機等の運転の監視及び制御をす

るための表示及び操作装置制◇1  

ｄ．分離施設関係制②④ 

第１洗浄塔，第２洗浄塔，補助抽出

器，プルトニウム分配塔，プルトニウム

洗浄器，ウラン逆抽出器，ウラン濃縮缶

等の運転の監視及び制御をするための表

示及び操作装置制◇1  

ｅ．精製施設関係制②④ 

 逆抽出器，ウラン濃縮缶，抽出塔，逆

抽出塔，プルトニウム洗浄器，プルトニ

ウム濃縮缶等の運転の監視及び制御をす

るための表示及び操作装置制◇1

ｆ．脱硝施設関係制②④ 

脱硝塔，還元炉等の運転の監視及び制

御をするための表示及び操作装置制◇1  

 ｇ．酸及び溶媒の回収施設関係制②

④ 

 蒸発缶，溶媒洗浄器，溶媒蒸留塔等の

運転の監視及び制御をするための表示及

び操作装置制◇1  

ｈ．製品貯蔵施設関係制②④ 

 貯蔵容器台車，移載機等の運転の監視

及び制御をするための表示及び操作装置

制◇1  

ｉ．放射性廃棄物の廃棄施設関係制

②④

高レベル廃液濃縮缶，高レベル濃縮廃

液貯槽，不溶解残渣廃液貯槽等の運転の

ーベイ，作業服の着替え等に必要な照度

の確保は，可搬型照明（ＳＡ）（個数7

（予備2））によりできる設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いても中央制御室に運転員がとどまるた

め，以下の設備を設置又は保管する。 

中央制御室待避室に待避した運転員

が，緊急時対策所と通信連絡を行うた

め，必要な数量の衛星電話設備（可搬

型）（待避室）を保管する設計とする。 

中央制御室待避室に待避した運転員

が，中央制御室待避室の外に出ることな

く発電用原子炉施設の主要な計測装置の

監視を行うため，必要な数量のデータ表

示装置（待避室）を設置する設計とす 

る。 

衛星電話設備（可搬型）（待避室）及

びデータ表示装置（待避室）は，全交流

動力電源喪失時においても常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。 

d.通信連絡

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施

設の損壊又は故障その他の異常の際に，

中央制御室等から人が立ち入る可能性の

ある原子炉建屋，タービン建屋等の建屋

内外各所の人に操作，作業，退避の指

示，事故対策のための集合等の連絡をブ

ザー鳴動，音声等により行うことができ

るものとする。 

重大事故等が発生した場合において，

発電所内外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うことができるもの

とする。 

放射線管理施設 

第2章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置等

2.1 中央制御室及び緊急時対策所の居住

性を確保するための防護措置

中央制御室は，原子炉冷却材喪失等の

設計基準事故時に，中央制御室内にとど

まり必要な操作及び措置を行う運転員が

過度の被ばくを受けないよう施設し，運

転員の勤務形態を考慮し，事故後30 日

間において，運転員が中央制御室に入

り，とどまっても，中央制御室遮蔽を透

過する放射線による線量，中央制御室に

侵入した外気による線量及び入退域時の

制②④（P2 へ） 

制⑥（P3 から） 

制⑥（P9，12 から） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設は許可整合の観点

より事業変更許可申請書の構

成に合わせて記載する。 

第 31条通信連絡設備に係る設

計とのつながりとして記載 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

通信連絡設備に関する基本方

針に違いはないが、事業変更

許可申請書の記載表現が異な

るため。 

第 14条安全避難通路等に係る

設計とのつながりとして記載 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（8 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視及び制御をするための表示及び操作

装置制◇1  

 ｊ．その他再処理設備の附属施設関係

制②④ 

 安全圧縮空気系の空気圧縮機，安全冷

却水系の冷却水循環ポンプ，安全蒸気系

のボイラの運転の監視及び制御をするた

めの表示及び操作装置制◇1  

 ｋ．安全保護系関係制②④ 

 安全保護系の表示及び操作装置制◇1  

 ｌ．電気設備関係制②④ 

 せん断処理施設，溶解施設等の電源系

統の監視及び制御をするための表示及び

操作装置制◇1  

 ｍ．放射線管理関係制② 

 放射線監視のための表示装置制◇1  

 ｎ．火災防護関係制② 

 火災報知のための表示装置制◇1  

 ｏ．気象観測関係制② 

 風向，風速等の表示装置制◇1  

 (３) 制御建屋中央制御室換気設備 

 中央制御室の換気系統は，気体状の放

射性物質及び火災又は爆発により発生す

る有毒ガスに対して，運転員その他の従

事者を防護し，必要な操作及び措置が行

えるようにするため，気体廃棄物の廃棄

施設の換気設備とは独立とし，外気を中

央制御室フィルタユニットへ通して取り

入れるか，又は外気との連絡口を遮断

し，中央制御室フィルタユニットを通し

て再循環できるように設計するととも

に，基準地震動による地震力に対し必要

となる機能が喪失しない設計とする

（「6.1.5 制御室換気設備」参照）｡制

◇1  

 (４) 中央制御室遮蔽 

 中央制御室遮蔽は，中央制御室を内包

する制御建屋と一体構造とし，短時間の

全交流動力電源喪失等の設計基準事故時

に，中央制御室にとどまり，必要な操

作，措置を行う運転員その他の従事者が

過度の被ばくを受けないように設置する

設計とする。また，運転員その他の従事

者が中央制御室遮蔽を透過する放射線に

よる線量，中央制御室に侵入した外気に

よる線量及び入退域時の線量が，制御建

屋中央制御室換気設備の機能とあいまっ

て，設計基準事故等の対処が収束するま

での期間滞在できるよう適切な遮蔽厚を

有する設計とする（「1.3 放射線の遮

蔽に関する設計」参照）。制◇11  

線量が，中央制御室の気密性並びに中央

制御室換気系，中央制御室遮蔽及び二次

遮蔽の機能とあいまって，「原子力発電

所中央制御室の居住性に係る被ばく評価

手法について（内規）」に基づく被ばく

評価により，「核原料物質又は核燃料物

質の製錬の事業に関する規則等の規定に

基づく線量限度等を定める告示」に示さ

れる100 mSv を下回る設計とする。ま

た，運転員その他の従事者が中央制御室

にとどまるため，気体状の放射性物質及

び中央制御室外の火災等により発生する

燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及び降下火

砕物に対する換気設備の隔離その他の適

切に防護するための設備を設ける設計と

する。 

 運転員の被ばくの観点から結果が最も

厳しくなる重大事故等時においても中央

制御室に運転員がとどまるために必要な

設備を施設し，中央制御室遮蔽を透過す

る放射線による線量，中央制御室に取り

込まれた外気による線量及び入退域時の

線量が，全面マスク等の着用及び運転員

の交替要員体制を考慮し，その実施のた

めの体制を整備することで，中央制御室

の気密性並びに中央制御室換気系，中央

制御室遮蔽，中央制御室遮蔽（待避室）

及び二次遮蔽の機能並びに中央制御室待

避室空気ボンベの性能とあいまって，運

転員の実効線量が7 日間で100 mSv を超

えない設計とする。炉心の著しい損傷が

発生した場合における居住性に係る被ば

く評価では，設計基準事故時の手法を参

考にするとともに，炉心の著しい損傷が

発生した場合に放出される放射性物質の

種類，全交流動力電源喪失時の中央制御

室換気系の起動遅れ等，炉心の著しい損

傷が発生した場合の評価条件を適切に考

慮する。 

設計基準事故時及び炉心の著しい損傷

が発生した場合において，中央制御室内

及び中央制御室待避室内の酸素濃度及び

二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲

にあることを把握できるよう，計測制御

系統施設の酸素濃度計及び二酸化炭素濃

度計を使用し，中央制御室内及び中央制

御室待避室内の居住性を確保できる設計

とする。 

 炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃

がし装置を作動させる場合に放出される

プルーム通過時に，運転員の被ばくを低

 

 

 

制②④（P2 へ） 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（9 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (５) 通信連絡設備及び照明設備 

 中央制御室には，通信連絡設備を設

け，再処理事業所内の従事者に対し，操

作，作業又は退避の指示の連絡ができる

設計とするとともに再処理施設外の必要

箇所との通信連絡ができる設計とする

（「9.17 通信連絡設備」参照）。制◇3  

 また，中央制御室には，避難用とは別

に作業用の照明設備を設け，設計基準事

故が発生した場合においても，従事者が

操作，作業及び監視を適切に実施できる

設計とする（「9.2 電気設備」参照）。

制⑥ 

6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋に設置する。制◇1  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，再処理設備本体の運転開始

に先立ち使用できる設計とする。制◇2  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室は，再処理施設の安全性を確保

するための操作が必要となる理由となっ

た事象が有意な可能性をもって同時にも

たらされる環境条件及び再処理施設で有

意な可能性をもって同時にもたらされる

環境条件（地震，内部火災，溢水，化学

薬品の漏えい，外部電源喪失，ばい煙及

び有毒ガス，降下火砕物による操作雰囲

気の悪化並びに凍結）を想定しても，適

切な措置を講じることにより運転員その

他の従事者が運転時の異常な過渡変化及

び設計基準事故に対応するための設備を

容易に操作ができる設計とする。制② 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室で想定される環境条件とその措置

は以下のとおり。 

・地震 

 監視制御盤及び安全系監視制御盤は，

耐震性を有する使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内に設置し，基準地震動による地震

力に対し必要となる機能が喪失しない設

計とする。また，安全上重要な設備の制

御盤は床等に固定することにより，地震

発生時においても運転操作に影響を与え

ない設計とする。制◇5  

・内部火災 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室に粉末消火器又は二酸化炭素消

火器等を設置するとともに，常駐する運

減するため，中央制御室内に中央制御室

待避室を設け，中央制御室待避室には，

遮蔽設備として，中央制御室遮蔽（待避

室）を設ける。中央制御室待避室は，中

央制御室待避室空気ボンベで正圧化する

ことにより，放射性物質が流入すること

を一定時間完全に防ぐことができる設計

とする。 

 中央制御室待避室差圧計（個数1，計

測範囲0～60 Pa）により，中央制御室待

避室と中央制御室との間が正圧化に必要

な差圧が確保できていることを把握でき

る設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて，原子炉格納施設の原子炉建屋ガス

処理系及びブローアウトパネル閉止装置

により，原子炉格納容器から漏えいした

空気中の放射性物質の濃度を低減させる

ことで，運転員の被ばくを低減できる設

計とする。 

重大事故等が発生し，中央制御室の外

側が放射性物質により汚染したような状

況下において，運転員が中央制御室の外

側から中央制御室に放射性物質による汚

染を持ち込むことを防止するため，身体

サーベイ及び作業服の着替え等を行うた

めの区画を設ける設計とし，身体サーベ

イの結果，運転員の汚染が確認された場

合は，運転員の除染を行うことができる

区画を，身体サーベイを行う区画に隣接

して設置する設計とする。 

中央制御室内及び中央制御室待避室内

と身体サーベイ，作業服の着替え等を行

うための区画の照明は，計測制御系統施

設の可搬型照明（ＳＡ）を使用する。 

中央制御室換気系空気調和機ファン及

び中央制御室換気系フィルタ系ファン

は，非常用交流電源設備に加えて，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

原子炉建屋ガス処理系は，非常用交流

電源設備に加えて，常設代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。 

可搬型照明（ＳＡ）及びブローアウト

パネル閉止装置は，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

重大事故等が発生した場合において，

緊急時対策所の居住性を確保するための

設備として，緊急時対策所遮蔽（東海，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑥（P8 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制②（P4 へ） 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（10 / 20） 
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転員その他の従事者によって火災感知器

による早期の火災感知を可能とし，火災

が発生した場合の運転員その他の従事者

の対応を社内規定に定め，運転員その他

の従事者による速やかな消火活動を行う

ことで運転操作に重大な影響を与えず容

易に操作ができる設計とする。制◇6  

・溢水 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室内には溢水源がなく，他の区画

からの溢水の流入を防止する設計とする

とともに，万一，火災が発生したとして

も，粉末消火器又は二酸化炭素消火器等

にて初期消火活動を行うため，溢水源と

ならないことから，運転操作に影響を与

えず容易に操作ができる設計とする。制

◇7  

・化学薬品の漏えい 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室には，化学薬品の漏えい源とな

る機器を設けない設計とする。また，他

の区画からの流入を防止する設計とす

る。制◇8  

・外部電源喪失 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室における運転操作に必要な照明

は，外部電源が喪失した場合には，第１

非常用ディーゼル発電機が起動すること

により，操作に必要な照明用の電源を確

保し，運転操作に影響を与えず容易に操

作ができる設計とする。また，直流非常

灯及び蓄電池内蔵型照明により使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

おける運転操作に必要な照明を確保し，

容易に操作ができる設計とする。制◇4  

・ばい煙及び有毒ガス，降下火災物によ

る制御室内雰囲気の悪化 

 火災又は爆発により発生する燃焼ガス

やばい煙，有毒ガス及び降下火砕物によ

る使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室内の操作雰囲気の悪化に対して

は，手動で使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備の使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室空調系のダンパを閉止し，

再循環運転を行うことで外気を遮断する

ことにより，運転操作に影響を与えず容

易に操作ができる設計とする。制◇1  

・凍結による操作環境への影響 

 凍結による操作環境への影響に対して

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備により使用済燃料の受入れ施設

東海第二発電所共用（以下同じ。）），

二次遮蔽，緊急時対策所非常用換気設備

（東海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），緊急時対策所加圧設備（東

海，東海第二発電所共用（以下同

じ。）），酸素濃度計（東海，東海第二

発電所共用），二酸化炭素濃度計（東

海，東海第二発電所共用），可搬型モニ

タリング・ポスト及び緊急時対策所エリ

アモニタを設ける設計とする。 

緊急時対策所非常用換気設備である緊

急時対策所非常用送風機（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。））は，緊急

時対策所建屋を正圧化し，放射性物質の

侵入を低減できる設計とする。 

緊急時対策所加圧設備は，プルーム通

過時において，緊急時対策所等を正圧化

し，希ガスを含む放射性物質の侵入を防

止できる設計とする。 

緊急時対策所用差圧計（東海，東海第

二発電所共用（以下同じ。））（個数

1，計測範囲0～200 Pa）は，緊急時対策

所等の正圧化された室内と周辺エリアと

の差圧を監視できる設計とする。 

緊急時対策所遮蔽及び二次遮蔽は，緊

急時対策所の気密性，緊急時対策所非常

用換気設備及び緊急時対策所加圧設備の

機能とあいまって，緊急時対策所にとど

まる要員の実効線量が7 日間で100 mSv 

を超えない設計とする。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生

し，緊急時対策所の外側が放射性物質に

より汚染したような状況下において，対

策要員が緊急時対策所内に放射性物質に

よる汚染を持ち込むことを防止するた

め，身体サーベイ及び作業服の着替え等

を行うための区画を設置する設計とす

る。身体サーベイの結果，対策要員の汚

染が確認された場合は，対策要員の除染

を行うことができる区画を，身体サーベ

イを行う区画に隣接して設置することが

できるよう考慮する。 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（11 / 20） 
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4.1.4 制御室換気設備 

制御室換気設備は，給気系，排気系

及び空調系で構成し，適切な換気及び

空調を行う設計とするとともに，制御

室換気設備は，気体状の放射性物質及

び制御室外の火災又は爆発により発生

する有毒ガスに対して，必要に応じて

外気との連絡口を遮断し，運転員その

他の従事者を適切に防護できる設計と

する。制⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.制御建屋中央制御室換気設備 

 制御建屋中央制御室換気設備は，制

御建屋中央制御室給気系，制御建屋中

央制御室排気系及び制御建屋中央制御

室空調系で構成する設計とする。 

 制御建屋中央制御室給気系は，制御

建屋の中央制御室へ外気を供給するた

め，中央制御室給気ユニットで構成す

る設計とする。 

 制御建屋中央制御室排気系は，制御

建屋の中央制御室から排気するため，

中央制御室排風機で構成する設計とす

る。 

 制御建屋中央制御室空調系は，通常

時及び設計基準事故時に制御建屋の中

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び貯蔵施設の制御室内の環境温度を制

御することにより，運転操作に影響を与

えず容易に操作ができる設計とする。制

◇10  

 （１）再処理施設の外の状況を把握する

ための設備 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室において再処理施設の外の状況

を把握するための設備については，

「1.7.9 その他外部からの衝撃に対す

る考慮」で選定した再処理施設の敷地で

想定される自然現象，再処理施設敷地又

はその周辺において想定される再処理施

設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがあって人為によるもの（故意による

ものを除く。）のうち，再処理施設に影

響を及ぼす可能性がある事象や再処理施

設の外の状況を把握できるように，以下

の設備を設置する設計とする。制◇1  

 ａ．再処理施設の外の状況を把握する

ための監視カメラ 

 再処理施設の外の状況を把握するた

め，暗視機能を有する監視カメラは，昼

夜にわたり，再処理施設に影響を及ぼす

可能性のある自然現象等（森林火災，草

原火災，航空機落下及び近隣工場等の火

災等）及び人為事象（故意によるものを

除く。）の状況を把握することができる

設計とする。制◇1  

 近隣工場等の火災については，地震を

起因にして発生する可能性も考慮し，監

視カメラは，基準地震動に対して機能を

損なわないよう耐震設計を有する設計と

する。制◇1  

 ｂ．気象観測設備等の表示装置 

 風（台風），竜巻，凍結，降水等によ

る再処理事業所の状況を把握するため，

中央制御室に設置した気象観測設備等の

計測値を通信連絡設備により把握する設

計とする。制◇1  

 ｃ．公的機関から気象情報を入手でき

る設備 

 地震，津波，竜巻，落雷等の再処理施

設に影響を及ぼす可能性がある事象に関

する情報は，中央制御室に設置した電

話，ファクシミリ，社内ネットワークに

接続されたパソコン等の公的機関から気

象情報を入手できる設備からの情報を通

信連絡設備により把握する設計とする。

制◇1  

 (２) 計測制御装置 

 

2.2 換気設備 

通常運転時，運転時の異常な過渡変化

時及び設計基準事故時において，放射線

障害を防止するため，発電所従業員に新

鮮な空気を送るとともに，空気中の放射

性物質の除去・低減が可能な換気設備を

設ける。 

換気設備は，放射性物質による汚染の

可能性からみて区域を分け，それぞれ別

系統とし，清浄区域に新鮮な空気を供給

して，汚染の可能性のある区域に向って

流れるようにし，排気は適切なフィルタ

を通して行う。また，各換気系統は，そ

の容量が区域及び部屋の必要な換気並び

に除熱を十分行える設計とする。 

放射性物質を内包する換気ダクトは，

溶接構造とし，耐圧試験に合格したもの

を使用することで，漏えいし難い構造と

する。また，ファン，逆流防止用ダンパ

等を設置し，逆流し難い構造とする。 

排出する空気を浄化するため，気体状

の放射性よう素を除去するよう素フィル

タ及び放射性微粒子を除去する微粒子フ

ィルタを設置する。 

これらのフィルタを内包するフィルタ

ユニットは，フィルタの取替が容易とな

るよう取替えに必要な空間を有するとと

もに，必要に応じて梯子等を設置し，取

替が容易な構造とする。 

吸気口は，放射性物質に汚染された空

気を吸入し難いように，主排気筒及び廃

棄物処理建屋排気筒から十分離れた位置

に設置する。 

 

2.2.1 中央制御室換気系 

中央制御室の換気及び冷暖房は，中央

制御室換気系空気調和機ファン，中央制

御室換気系フィルタユニット，中央制御

室換気系フィルタ系ファン等から構成す

る中央制御室換気空調設備により行う。 

中央制御室外の火災等により発生する

燃焼ガスやばい煙，有毒ガス及び降下火

砕物に対し，中央制御室換気系の外気取

入れを手動で遮断し，閉回路循環方式に

切り替えることが可能な設計とする。 

中央制御室換気系は，通常のラインの

他，高性能粒子フィルタ及びチャコール

フィルタを内蔵した中央制御室換気系フ

ィルタユニット並びに中央制御室換気系

フィルタ系ファンからなる非常用ライン

 

 

 

 

 

 

制⑦（P17 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室換気設備に関する基本

方針に違いはないが、事業変

更許可申請書の記載表現が異

なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室換気設備に関する基本

方針に違いはないが、事業変

更許可申請書の記載表現が異

なるため。 
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央制御室の雰囲気を所定の条件に維持

するため,中央制御室フィルタユニッ

ト，中央制御室空調ユニット及び中央

制御室送風機で構成する設計とする。 

 制御建屋中央制御室空調系は，設計

基準事故時に必要に応じて外気との連

絡口を遮断し,制御建屋の中央制御室内

空気を中央制御室フィルタユニットを

通し再循環して浄化運転することがで

きるとともに，必要に応じて外気を中

央制御室フィルタユニットを通して取

り入れることができる設計とする。制

⑦ 

 

b.使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室給気系，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室排気系及び使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空調系で

構成する設計とする。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

給気系は，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室へ外気を供給する

ため，制御室給気ユニットで構成する

設計とする。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

排気系は，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室から排気するた

め，制御室排風機で構成する設計とす

る。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

空調系は，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の雰囲気を所定の

条件に維持するため, 制御室フィルタ

ユニット,制御室空調ユニット及び制御

室送風機で構成する設計とする。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

空調系は，必要に応じて外気との連絡

口を遮断し，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室内空気を制御室

フィルタユニットを通し再循環して浄

化運転することができるとともに,必要

に応じて外気を制御室フィルタユニッ

トを通して取り入れることができる設

計とする。制⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室に設ける運転の監視，制御及び

操作をするための主要な表示及び操作装

置（記録計及び警報を含む。）制②④

は，以下のとおりである。 

 ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設関係制②④ 

 燃料取出しピット，燃料仮置きピッ

ト，燃料貯蔵プール，燃料送出しピット

等の運転の監視及び制御をするための表

示及び操作装置制◇1  

 ｂ．電気設備関係制②④ 

 電源系統の監視及び制御をするための

表示及び操作装置制◇1  

 ｃ．放射線管理関係制② 

 放射線監視のための表示装置制◇1  

 ｄ．火災防護関係制② 

 火災報知のための表示装置制◇1  

 (３) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気系統は，気体廃棄物の廃

棄施設の換気設備とは独立とし，外気を

制御室フィルタユニットを通して取り入

れるか，又は外気との連絡口を遮断し，

制御室フィルタユニットを通して再循環

できるように設計する（「6.1.5 制御

室換気設備」参照）｡制◇1  

 (４) 制御室遮蔽 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室には，従事者が過度な被ばくを

受けないように遮蔽を設ける設計とす

る｡制◇11  

 (５) 通信連絡設備及び照明設備 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室には，通信連絡設備を設け，使

用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵

建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の

従事者に対し操作，作業又は退避の指示

の連絡ができる設計とするとともに中央

制御室及び緊急時対策所へ通信連絡がで

きる設計とする（「9.17 通信連絡設

備」参照）。制◇3  

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室には，避難用とは別に作

業用照明設備を設け，従事者が操作，作

業及び監視を適切に実施できる設計とす

る制⑥（「9.2 電気設備」参照）。 

 

を設け，設計基準事故時及び重大事故等

時には，中央制御室換気系の給気隔離弁

及び排気隔離弁を閉とすることにより外

気との連絡口を遮断し，中央制御室換気

系フィルタユニットを通る閉回路循環方 

式とし，放射性物質を含む外気が中央制

御室に直接流入することを防ぐことがで

き，運転員を放射線被ばくから防護する

設計とする。外部との遮断が長期にわた

り，室内の雰囲気が悪くなった場合に

は，外気を中央制御室換気系フィルタユ

ニットで浄化しながら取り入れることも

可能な設計とする。 

中央制御室換気系は，地震時及び地震

後においても，中央制御室の気密性とあ

いまって，設計上の空気の流入率を維持

でき，「2.1 中央制御室及び緊急時対策

所の居住性を確保するための防護措置」 

に示す居住性に係る判断基準を満足する

設計とする。 

中央制御室換気系空気調和機ファン，

中央制御室換気系フィルタ系ファン及び

中央制御室換気系フィルタユニットは，

設計基準事故対処設備であるとともに，

重大事故等時においても使用するため，

重大事故等対処設備としての基本方針に

示す設計方針を適用する。ただし，多様

性及び独立性並びに位置的分散を考慮す

べき対象の設計基準事故対処設備はない

ことから，重大事故等対処設備の基本方 

針のうち「5.1.2 多様性，位置的分散

等」に示す設計方針は適用しない。 

重要度が特に高い安全機能を有する系

統において，設計基準事故が発生した場

合に長期間にわたって機能が要求される

静的機器のうち，単一設計とする中央制

御室換気系のダクトの一部については，

当該設備に要求される原子炉制御室非常

用換気空調機能が喪失する単一故障のう

ち，想定される最も過酷な条件として，

ダクトの全周破断を想定しても，単一故

障による放射線物質の放出に伴う被ばく

の影響を最小限に抑えるよう，安全上支

障のない期間に単一故障を確実に除去又

は修復できる設計とし，その単一故障を

仮定しない。 

想定される単一故障の発生に伴う中央

制御室の運転員の被ばく量は保守的に単

一故７障を除去又は修復ができない場合

で評価し，緊急作業時に係る線量限度を

下回ることを確認する。また，単一故障

制②④（P2 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑦（P17 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑦（P18 から） 

 

 

 

 

 

 

 

制⑥（P7 へ） 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

制御室換気設備に関する基本

方針に違いはないが、事業変

更許可申請書の記載表現が異

なるため。 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（13 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4.5 試験・検査 

 制御室にある安全系監視制御盤は，定

期的に試験又は検査を行い，その機能の

健全性を確認する。制◇12  

 

6.1.4.6 評  価 

 (１) 制御建屋に中央制御室を設ける設

計とすることで，再処理施設の運転の状

態を集中的に監視及び制御することがで

きるほか，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室を設けることで，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の状態を集中的

に監視及び制御することができる。制◇13  

 (２) 中央制御室には，再処理施設の健

全性を確保するために必要な施設の計測

制御設備のパラメータのうち,連続的に

監視する必要があるものを監視できる表

示及び操作装置を配置し，また，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の健全性を確保するために必要な施

設の計測制御設備のパラメータのうち,

連続的に監視する必要があるものを監視

できる表示及び操作装置を配置すること

により，連続的に監視及び制御ができ

る。また，必要なパラメータを監視する

ための表示及び操作装置は，誤操作及び

誤判断を防止でき，操作を容易に行うこ

とができる。制◇13  

 (３) 制御室に主要な警報装置及び計測

制御設備を設けることで，再処理施設内

の運転の状態を集中的に監視及び制御す

ることができる。制◇13  

 (４) 制御室は，再処理施設の外の状況

を把握するための暗視機能を有する監視

カメラ，気象観測関係の表示装置及び公

的機関から気象情報を入手できる設備に

よって，昼夜にわたり，再処理施設に影

響を及ぼす可能性のある自然現象，航空

機落下及び森林火災を把握することがで

きる。また，再処理施設の外の状況を把

握するための暗視機能を有する監視カメ

ラは，基準地震動Ｓｓに対する耐震性の

確保等により，地震を要因として発生す

る近隣工場等の火災，その他自然現象等

が発生した場合においても，再処理施設

の周辺状況を把握することができる設計

とする。制◇13  

 (５)  制御室は，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設関係，せん断処理施設

の除去又は修復のための作業期間として

想定する2 日間を考慮し，修復作業に係

る従事者の被ばく線量は緊急時作業に係

る線量限度に照らしても十分小さくする

設計とする。 

単一設計とする箇所の設計に当たって

は，想定される単一故障の除去又は修復

のためのアクセスが可能であり，かつ，

補修作業が容易となる設計とする。 

 

2.3 生体遮蔽装置等 

設計基準対象施設は，通常運転時にお

いて発電用原子炉施設からの直接ガンマ

線及びスカイシャインガンマ線による発

電所周辺の空間線量率が，放射線業務従

事者等の放射線障害を防止するために必

要な生体遮蔽等を適切に設置すること及

び発電用原子炉施設と周辺監視区域境界

までの距離とあいまって，発電所周辺の

空間線量率を合理的に達成できる限り低

減し，周辺監視区域外における線量限度

に比べ十分に下回る，空気カーマで年間

50 μGy を超えないような遮蔽設計とす

る。 

発電所内における外部放射線による放

射線障害を防止する必要がある場所に

は，通常運転時の放射線業務従事者等の

被ばく線量が適切な作業管理とあいまっ

て，「核原料物質又は核燃料物質の製錬

の事業に関する規則等の規定に基づく線

量限度等を定める告示」を満足できる遮

蔽設計とする。 

生体遮蔽は，主に一次遮蔽，二次遮

蔽，中央制御室遮蔽及び緊急時対策所遮

蔽から構成し，想定する通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時，設計基準事故

時及び重大事故等時に対し，地震時及び

地震後においても，発電所周辺の空間線

量率の低減及び放射線業務従事者等の放

射線障害防止のために，遮蔽性を維持す

る設計とする。生体遮蔽に開口部又は配

管その他の貫通部があるものにあって

は，必要に応じて次の放射線漏えい防止

措置を講じた設計とするとともに，自

重，附加荷重及び熱応力に耐える設計と

する。 

・開口部を設ける場合，人が容易に接

近できないような場所（通路の行き

止まり部，高所等）への開口部設置 

・開口部を設ける場合，人が容易に接

近できないような場所（通路の行き

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設には設けない設備

の設計方針のため。 

＜不一致への手当て＞ 

不要（手当てしない） 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（14 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係，溶解施設関係，分離施設関係，精

製施設関係，脱硝施設関係，酸及び溶媒

の回収施設関係，製品貯蔵施設関係，放

射性廃棄物の廃棄施設関係，その他再処

理設備の附属施設関係，安全保護系関

係，電気設備関係，放射線管理関係，火

災防護関係及び気象観測関係の監視並び

に操作を手動で行うことができる。制◇13  

 (６)  制御室及びこれに連絡する通路

並びに運転員その他の従事者が制御室に

出入りするための区域には，運転員その

他の従事者が過度の放射線被ばくを受け

ないような遮蔽設計及びアクセス通路を

確保する設計としているので，設計基準

事故が発生した場合にも運転員その他の

従事者が制御室内にとどまり，再処理施

設の安全性を確保するための措置がとれ

る。制◇13  

 (７) 制御室は，外気との連絡口を遮断

して換気系統の再循環運転が可能な設計

とすることにより，気体状の放射性物質

及び火災又は爆発により発生する有毒ガ

スから運転員その他の従事者を防護する

ことができるため，設計基準事故が発生

した場合にも運転員その他の従事者が制

御室にとどまり，必要な操作及び措置が

できる。制◇13  

 (８) 制御室は，通信連絡設備を設ける

ため，再処理事業所内の運転員その他の

従事者に対し必要な操作，作業又は退避

の指示等の連絡が行えるとともに再処理

施設外の必要箇所との通信連絡ができ

る。制◇13  

 (９) 制御室は，外部電源喪失時におい

ても第１非常用ディーゼル発電機又は第

２非常用ディーゼル発電機から給電さ

れ，第１非常用蓄電池又は第２非常用蓄

電池からの給電により点灯する直流非常

灯又は蓄電池内蔵型照明を備え，機能が

喪失しない設計とする。制◇13  

 (10) 制御室は，溢水源及び化学薬品の

漏えい源となる機器がなく，他の区画か

らの流入を防止する設計とするととも

に，制御室にて火災が発生した場合は運

転員が火災状況を確認できる設計とし，

万一，火災が発生したとしても，初期消

火活動を行うことができるように，消火

器等を設置しており，かつ，制御室外で

発生した溢水及び火災に対しても，制御

室の機能に影響を与えることがない設計

としているため，想定される地震，内部

止まり部，高所等）への開口部設置 

・貫通部に対する遮蔽補強（スリーブ

と配管との間隙への遮蔽材の充てん

等） ・貫通部に対する遮蔽補強

（スリーブと配管との間隙への遮蔽

材の充てん等） 

・線源機器と貫通孔との位置関係によ

り，貫通孔から線源機器が直視でき

ない措置 ・線源機器と貫通孔との

位置関係により，貫通孔から線源機

器が直視できない措置 

遮蔽設計は，実効線量が1.3 mSv/3 月

間を超えるおそれがある区域を管理区域

としたうえで，日本電気協会「原子力発

電所放射線遮へい設計規程（ＪＥＡＣ４

６１５）」の通常運転時の遮蔽設計に基

づく設計とする。 

遮蔽設計は，実効線量が1.3 mSv/3 月

間を超えるおそれがある区域を管理区域

としたうえで，日本電気協会「原子力発

電所放射線遮へい設計規程（ＪＥＡＣ４

６１５）」の通常運転時の遮蔽設計に基

づく設計とする。 

格納容器圧力逃がし装置使用時の排出

経路に設置される隔離弁に設ける遠隔人

力操作機構の操作場所は，原子炉建屋原

子炉棟外とし，第二弁及び第二弁バイパ

ス弁の操作を行う第二弁操作室は，必要

な要員を収容可能な遮蔽体（第二弁操作

室遮蔽）に囲まれた空間とし，第二弁操

作室空気ボンベにて正圧化することによ

り外気の流入を一定時間遮断すること

で，放射線防護を考慮した設計とする。

第二弁操作室遮蔽は，炉心の著しい損傷

時においても，格納容器圧力逃がし装置

の隔離弁操作ができるよう，普通コンク

リート395 mm 以上の遮蔽厚さを有し，

第二弁操作室に隣接する格納容器圧力逃

がし装置入口配管が設置される方向の壁

及び床の遮蔽厚さは，普通コンクリート

1195 mm 以上とする設計とする。また，

第二弁操作室が微正圧であることを確認

するため，第二弁操作室差圧計（個数

1，計測範囲0～60 Pa）を設ける設計と

する。 

格納容器圧力逃がし装置は，格納容器

圧力逃がし装置格納槽（地下埋設）内に

設置し，格納容器圧力逃がし装置使用後

に高線量となるフィルタ装置等の周囲に

は遮蔽体（フィルタ装置遮蔽，配管遮

蔽）を設け，格納容器圧力逃がし装置の
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（15 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災及び溢水を考慮しても制御室での運

転操作に影響を与えない。制◇13  

 (11) 制御室に設置する必要なパラメー

タを監視するための表示及び操作装置

は，可能な限り不燃性又は難燃性材料を

使用する設計としているため，火災を防

止できる。制◇13  

 (12) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵の安

全確保及び運転操作上必要な使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室及び

同室内に設置する表示及び操作装置は，

再処理設備本体の運転開始に先立ち使用

できる。制◇13  

第 6.1.4－１表 制御室の主要設備の仕

様 

 (１) 中央制御室制◇9  

    監視制御盤      １式 

    安全系監視制御盤   １式 

屋外監視カメラ    ３台 

気象盤        １式 

 (２) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室制◇9  

    監視制御盤      １式 

    安全系監視制御盤   １式 

屋外監視カメラ    ３台 

（中央制御室の屋外監視カメラと

兼用） 

 

 なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室は，再処理設備本体の運

転開始に先立ち使用する。制◇2  

 

6.1.5 制御室換気設備 

6.1.5.1 概要 

 制御室換気設備は，中央制御室並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の換気・空調及び雰囲気の浄化を

行うものであり，制御建屋中央制御室換

気設備及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室換気設備で構成する。制◇1  

 制御建屋中央制御室換気設備系統概要

図及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備系統概要図をそれぞれ第

6.1.5－１図及び第 6.1.5－２図に示

す。制◇14  

 

6.1.5.2 設計方針 

 (１) 制御室換気設備は，気体状の放射

性物質及び火災又は爆発により発生する

有毒ガスに対して，必要に応じて外気と

の連絡口を遮断し，運転員その他の従事

使用時に本系統内に蓄積される放射性物

質から放出される放射線から作業員を 

防護する設計とする。 

中央制御室遮蔽は，「2.1 中央制御室

及び緊急時対策所の居住性を確保するた

めの防護措置」に示す居住性に係る判断

基準を満足する設計とする。 

中央制御室遮蔽，中央制御室遮蔽（待

避室），緊急時対策所遮蔽及び二次遮蔽

は，「2.1 中央制御室及び緊急時対策所

の居住性を確保するための防護措置」に

示す居住性に係る判断基準を満足する設

計とする。 

中央制御室遮蔽は，設計基準事故対処

設備であるとともに，重大事故等時にお

いても使用するため，重大事故等対処設

備としての基本方針に示す設計方針を適

用する。ただし，多様性及び独立性並び

に位置的分散を考慮すべき対象の設計基

準事故対処設備はないことから，重大事

故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 

多様性，位置的分散等」に示す設計方針

は適用しない。 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（16 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者を適切に防護できる設計とする。制◇1  

 (２) 制御室換気設備は，各区域の換気

及び空調を適切に行える設計とする。制

◇1  

 (３) 制御室換気設備の安全上重要な系

統及び機器は，それらを構成する動的機

器の単一故障を仮定しても，安全機能が

確保できる設計とする。制◇12  

 (４) 制御室換気設備の安全上重要な系

統及び機器は，外部電源系統の機能喪失

を仮定しても安全機能を確保できる設計

とする。制◇12  

 (５) 制御室換気設備の安全上重要な送

風機及びフィルタユニットは，定期的に

試験及び検査ができる設計とする。制◇1  

 (６) 制御室換気設備は，可能な限り不

燃性又は難燃性材料を使用し，火災区域

の耐火壁を貫通するダクトには，原則と

して，貫通部近傍に防火ダンパを設ける

ことで，万一の火災の発生を想定しても

火災の拡大を防止できる設計とする。制

◇1  

 (７) 制御室換気設備のうち使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に必要な設備は，再処

理設備本体の運転開始に先立ち使用でき

る設計とする。制◇2  

 

6.1.5.3 主要設備の仕様 

 制御建屋中央制御室換気設備及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の主要設備の仕様をそれぞれ第 6.1.5－

１表及び第 6.1.5－２表に示す。制◇9  

 なお，制御室換気設備のうち使用済燃

料の受入れ及び貯蔵に必要な使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再

処理設備本体の運転開始に先立ち使用す

る。制◇2  

 

6.1.5.4 主要設備 

 制御室換気設備は，給気系，排気系及

び空調系で構成し，適切な換気及び空調

を行う設計とするとともに，制御室換気

設備は，気体状の放射性物質及び制御室

外の火災又は爆発により発生する有毒ガ

スに対して，必要に応じて外気との連絡

口を遮断し，運転員その他の従事者を適

切に防護できる設計とする。制⑥ 

 また，制御室換気設備は，可能な限り

不燃性又は難燃性材料を使用するととも

に，万一の火災に備え，火災区域の耐火

壁を貫通するダクトには，貫通部近傍に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑥（P10 へ） 
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別紙１

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（17 / 20） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
防火ダンパを設ける設計とする。制◇6  

 なお，制御室換気設備のうち使用済燃

料の受入れ及び貯蔵に必要な使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再

処理設備本体の運転開始に先立ち使用で

きる設計とする。制◇2  

(１) 制御建屋中央制御室換気設備

制御建屋中央制御室換気設備は，

以下の系統で構成する。制◇1  

・制御建屋中央制御室給気系

・制御建屋中央制御室排気系

・制御建屋中央制御室空調系

制御建屋中央制御室換気設備系統概要

図を第 6.1.5－１図に，制御建屋中央制

御室換気設備の主要設備の仕様を第

6.1.5－１表に示す。制◇9  

ａ．制御建屋中央制御室給気系 

制御建屋中央制御室給気系は，制御建

屋の中央制御室へ外気を供給するため，

中央制御室給気ユニットで構成する。 

ｂ．制御建屋中央制御室排気系 

制御建屋中央制御室排気系は，制御建

屋の中央制御室から排気するため，中央

制御室排風機で構成する。 

ｃ．制御建屋中央制御室空調系 

制御建屋中央制御室空調系は，通常時

及び設計基準事故時に制御建屋の中央制

御室の雰囲気を所定の条件に維持するた

め,中央制御室フィルタユニット，中央

制御室空調ユニット及び中央制御室送風

機で構成する。 

制御建屋中央制御室空調系は，設計基

準事故時に必要に応じて外気との連絡口

を遮断し,制御建屋の中央制御室内空気

を中央制御室フィルタユニットを通し再

循環して浄化運転することができるとと

もに，必要に応じて外気を中央制御室フ

ィルタユニットを通して取り入れること

ができる設計とする。制⑦ 

 制御建屋中央制御室空調系はそれらを

構成する動的機器の単一故障を仮定して

も安全機能が確保できるよう多重化し，

また，中央制御室送風機は，外部電源喪

失時においても安全機能が確保できるよ

う非常用所内電源系統に接続できる設計

とする。制◇12  

(２) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室換気設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備は，以下の系統で構成する。制◇1  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

制⑦（P12 から） 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（18 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御室給気系 

   ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室排気系 

   ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室空調系 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備系統概要図を第 6.1.5－２図に，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の主要設備の仕様を第 6.1.5－２表

に示す。制◇9  

 ａ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室給気系 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室給

気系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室へ外気を供給するため，

制御室給気ユニットで構成する。 

 ｂ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室排気系 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室排

気系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室から排気するため，制御

室排風機で構成する。 

 ｃ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室空調系 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空

調系は，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の雰囲気を所定の条件に

維持するため, 制御室フィルタユニッ

ト,制御室空調ユニット及び制御室送風

機で構成する。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室空

調系は，必要に応じて外気との連絡口を

遮断し，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室内空気を制御室フィルタ

ユニットを通し再循環して浄化運転する

ことができるとともに,必要に応じて外

気を制御室フィルタユニットを通して取

り入れることができる設計とする。制

⑦ 

 

6.1.5.5 試験・検査 

 制御室換気設備のうち安全上重要な送

風機及びフィルタは，定期的に試験及び

検査を実施する。制◇12  

 

6.1.5.6 評  価 

 (１) 制御室換気設備は，気体状の放射

性物質及び制御室外の火災又は爆発によ

り発生する有毒ガスに対して，必要に応

じて外気との連絡口を遮断して制御室内

空気を中央制御室フィルタユニット及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制⑦（P12,13 から） 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（19 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御室フィルタユニットを通して再循環

することによって浄化運転し,必要に応

じて外気を中央制御室フィルタユニット

及び制御室フィルタユニットを通して取

り入れる設計としていることから，運転

員その他の従事者を適切に防護できる。

制◇13  

 (２) 制御室換気設備は，各区域の換

気・空調を行うことができる。制◇13  

 (３) 制御室換気設備の安全上重要な制

御建屋中央制御室換気設備の中央制御室

送風機は，多重化する設計としているこ

とから，単一故障を仮定しても，安全機

能を確保できる。制◇13  

 (４) 制御室換気設備の安全上重要な制

御建屋中央制御室換気設備の中央制御室

送風機は，その他再処理設備の附属施設

の非常用所内電源系統に接続する設計と

していることから，外部電源系統の機能

喪失時にも，その系統の安全機能を確保

できる。制◇13  

 (５) 制御室換気設備の安全上重要な制

御建屋中央制御室換気設備の中央制御室

送風機は，多重化する設計とし，フィル

タユニットは予備を備える設計とするこ

とから，安全機能を損なうことなく，定

期的な試験及び検査ができる。制◇13  

 (６) 制御室換気設備は，可能な限り不

燃性又は難燃性材料を使用するととも

に，万一の火災に備えて火災区域の耐火

壁を貫通するダクトには，原則として，

貫通部近傍に防火ダンパを設ける設計と

していることから，火災の拡大を防止で

きる。制◇13  

 (７) 制御室換気設備のうち使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に必要な使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備は，再処

理設備本体の運転開始に先立ち使用でき

る。制◇13  

第 6.1.5－１表 制御建屋中央制御室換

気設備の主要設備の仕様 

 (１) 制御建屋中央制御室空調系制◇9  

 ａ．中央制御室フィルタユニット 

種  類   高性能粒子フィルタ１段

内蔵形 

基  数   ３(うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上(0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子） 

容  量   約３千ｍ３／ｈ／基 

 ｂ．中央制御室送風機 

台  数   ２(うち１台は予備） 
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別紙１ 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十三条（制御室等）（20 / 20） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容  量   約 11 万ｍ３／ｈ／台 

第 6.1.5－２表 使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備の主要設備の仕様 

 (１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御

室空調系＊制◇9  

 ａ．制御室フィルタユニット 

種  類   高性能粒子フィルタ１段

内蔵形 

基  数   ２(うち１基は予備） 

粒子除去効率 99.9％以上(0.3μｍＤＯ

Ｐ粒子） 

容  量   約５千ｍ３／ｈ／基 

 ｂ．制御室送風機 

台  数   ２(うち１台は予備） 

容  量   約６万ｍ３／ｈ／台 

 *印の設備は，使用済燃料の受入れ及

び貯蔵に必要な設備である。◇1  
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別紙１② 

第二十三条（制御室等） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 
項・

号 

解

釈 
添付書類 

制① 制御室に関する記載 
第 23 条「制御室等」に係る要求事項であ

る。 
１項 － j

制② 

計測制御装置に関する記載 

（主要な表示及び操作装置の配置

及び誤操作防止） 

第 23 条「制御室等」に係る要求事項であ

る。 
２項 － j

制③ 
再処理施設の外の状況を把握する

ための設備に関する記載 

第 23 条「制御室等」に係る要求事項であ

る。
３項 － j

制④ 
計測制御装置に関する記載 

（操作装置の手動操作） 

第 23 条「制御室等」に係る要求事項であ

る。
４項 － j

制⑤ 居住性の確保に関する記載 
第 23 条「制御室等」に係る要求事項であ

る。
５項 － j

制⑥ 
通信連絡設備及び照明設備に関す

る記載 

制御室機能に係る要求事項である。 
－ － j 

制⑦ 制御室換気設備に関する記載 
第 23 条「制御室等」に係る要求事項であ

る。

５項 

２号 
－ c,j

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

制□1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内

の記載と重複する内容である。 
－ 

制□2  
他条文との重複記載 

（制御室） 
第 48 条「制御室」で記載する基本設計方針である。 j

制□3  
構造及び配置 

（図呼込含む） 
添付書類「図面」にて記載される項目である。 －

制□4  
他条文との重複記載 

（安全機能を有する施設） 

第 16 条「安全機能を有する施設」で記載する基本設

計方針である。 
e

制□5  
他条文との重複記載 

（放射線管理施設） 

第 21 条「放射線管理施設」で記載する基本設計方針

である。 
k

制□6  
他条文との重複記載 

（通信連絡設備） 

第 31 条「通信連絡設備」で記載する基本設計方針で

ある。 
h

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

制◇1  重複記載 
事業変更許可申請書本文（設計方針）又は添付書類内

の記載と重複する内容である。 
－

制◇2  先行使用 

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な施設並びに再処

理設備本体等は同時認可であり，記載しない項目であ

る。 

－

制◇3  他条文との重複記載 第 31 条「通信連絡設備」で記載する基本設計方針で h
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別紙１② 

（通信連絡設備） ある。 

制◇4  
他条文との重複記載 

（安全避難通路等） 

第 14 条「安全避難通路等」で記載する基本設計方針

である。 
i 

制◇5  
他条文との重複記載 

（地震による損傷の防止） 

第６条「地震による損傷の防止」で記載する基本設計

方針である。 
b 

制◇6  
他条文との重複記載 

（火災等による損傷の防止） 

第 11 条「火災等による損傷の防止」で記載する基本

設計方針である。 
a 

制◇7  

他条文との重複記載 

（再処理施設内における溢水によ

る損傷の防止） 

第 12 条「再処理施設内における溢水による損傷の防

止」で記載する基本設計方針である。 
f 

制◇8  

他条文との重複記載 

（再処理施設内における化学薬品

の漏えいによる損傷の防止） 

第 13 条「再処理施設内における化学薬品の漏えいに

よる損傷の防止」で記載する基本設計方針である。 
g 

制◇9  設備仕様 仕様表にて記載される項目である。 l 

制◇10  

他条文との重複記載 

（外部からの衝撃による損傷の防

止） 

第８条「外部からの衝撃による損傷の防止」で記載す

る基本設計方針である。 
d 

制◇11  
他条文との重複記載 

（遮蔽） 
第 27 条「遮蔽」で記載する基本設計方針である。 k 

制◇12  
他条文との重複記載 

（安全機能を有する施設） 

第 16 条「安全機能を有する施設」で記載する基本設

計方針である。 
e 

制◇13  評価 設計方針の裏返しであり，記載しない項目である。 － 

制◇14  
系統 

（図呼込含む） 
添付書類「図面」にて記載される項目である。 c 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書 

b Ⅳ 耐震性に関する説明書 

c Ⅴ-2-3 系統図 

d Ⅵ-1-1-1 再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書 

e 
Ⅵ-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書 

f Ⅵ-1-1-6 再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書 

g Ⅵ-1-1-7 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書 

h Ⅵ-1-1-9 通信連絡設備に関する説明書 

i Ⅵ-1-1-10 安全避難通路に関する説明書 

j Ⅵ-1-3-1-1 制御室の機能に関する説明書 

k Ⅵ-1-4 放射線管理施設に関する説明書 

l 仕様表（設計条件及び仕様） 
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令和３年９月６日 Ｒ０ 

別紙２ 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 

※本別紙は追而とする。
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令和３年９月６日 Ｒ０ 

別紙３

基本設計方針の添付書類への展開

※本別紙は追而とする。
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令和３年９月６日 Ｒ０ 

別紙４ 

添付書類の発電炉との比較

※本別紙は追而とする。
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令和３年９月６日 Ｒ０ 

別紙５

補足説明すべき項目の抽出

※本別紙は追而とする。
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令和３年９月６日 Ｒ０ 

別紙６

変更前記載事項の

既工認等との紐づけ

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。
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